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はじめに

１．バークの政治思想とその背景

エドマンド・バーク（Edmund Burke, 1729-1797）は

今日では18世紀イギリスを代表する政治思想家の一人

に数えられるが、当時は雄弁家で知られたイギリス下院

議員であって、このことがバークの思想を大きく特徴づ

けており、われわれがバークを理解する上で忘れてはな

らない事実となっている１）。

バークが活躍した18世紀後期のイギリスは、清教徒

革命と名誉革命によって宗教的危機と憲法的対立を克服

し、政治社会から暴力を追放して統治の安定を数十年に

わたって確保していた。しかし統治の安定がもたらした

商業社会の発展は、政治社会に不平、反対派を金銭等の

買収によって対処させることを慣例化させ、政治に理念

や理想の追求が求められることは少なかったのである２）。

このような時代にバークは世論とジャーナリズムの隆盛

を背景としながら、暴力や買収といった政治手段を拒否

し、理念や理想を語り、言葉による説得を試みた新しい

タイプの政治家であったと言えよう。数時間にも及ぶ議

会演説や説明責任を果たすために自ら民衆の前に立った

演説、あるいは政治パンフレットによって自らの主張を

訴える中で、バークの政治思想は語られているのである。

時事的問題に応答し、断片的になされるバークの主張は

論理的一貫性を欠き矛盾点をもつものではあるが、本稿

ではバークの政治思想が名誉（honor）や徳目（virtue）

といった語彙で語られていることに注目することでその

特徴を浮かび上がらせたい。

バークはキケロ（Cicero, 106-43）に代表される共和

政ローマの歴史とその議論を通して、自らの政治思想を

養い、現実の政治社会を見た。公共の精神を問い、公共

の利益とは何かを議論の中心に据えたのが共和政ローマ

の政治思想であり、その中核的な語彙として名誉と徳目

は存在していたのである。ポーコックは、このような共

和主義的語彙とその思考が、バークに限らず、近代政治

思想を大きく支えていたとシヴィック・ヒューマニス

ト・パラダイムを提示し、今も活発な議論が続いている

ことは広く知られている通りである３）。

近代ヨーロッパ思想において名誉や徳目が重要概念で

あったことが、昨今、明らかにされつつある一方で、ド

ン・キホーテが嘲笑の対象として描かれていることから

も明らかなように、中世の騎士道に求められた名誉は、

一度大きく権威を失墜していたことを、ここで確認して

おく必要があるだろう。名誉の追求は利己心の現われに

過ぎないとその欺瞞性がマンデヴィル（Bernard de

Mandeville, 1670-1733）らによって暴露される一方で、

名誉が公的利益をもたらすパラドックスを彼らは好んで

論じた。このように深く傷つけられた名誉ではあったが、

このパラドックスから名誉を利己性と公共性を同時に満
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たす概念として肯定的、積極的に論じる可能性が生まれ

る。つまり人からよく思われたいと願う利己心は、人に

よく思われるような行動を導くのである。この大きな転

換をなした思想家としてアベ・ド・サン＝ピエール（L’

abbé de Saint-Pierre, 1658-1743）をあげることができて、

彼は社会にとって有用であれば名誉を悪徳と見なす理由

はどこにもないと述べるように、すでにこのパラドック

スをパラドックスとは見なしていない４）。人間が自己愛、

利己心にもとづく存在であることを否定できなかった近

代思想家たちは、「私的な動機付けと公的な行動とを媒

介するもの」（犬塚（2003）、８頁）として名誉や評判

（reputation）を理解しなおすことで、政治や社会を再

構成させることを試みたと言えるのである。古代共和政

国家を支えた公共の精神は、近代においては決して自明

ではなく、また政治家の公共の精神のみに依拠した政治

社会の脆弱さを鋭く認識していた彼らにとって、このよ

うな政治や社会の再構成は必要不可欠な作業であった。

例えばロック（John Lock, 1632-1704）は、「意見ない

し評判の法」において賞賛や名誉を得ようとする私的動

機がいわば社会のルールを生み出してるとして、自然法、

国法とならびその十分な効力を認めている５）（『知性

論』）。モンテスキュー（Montesquieu, 1689-1755）もま

た「社会とのつながりを生むのは、他者に気に入られた

いという欲望である。社会を解体させかねない自己愛が、

逆にそれを強化し、揺るぎないものとするということは、

人類にとって幸いであった」（川出、196頁、『随想録』）

と述べるほどである。そしてヒューム（David Hume,

1711-1776）にとって誇り（pride）は快感であり、人は

この誇りにもとづいて社会関係を形成していると彼は理

解した（『人間本性論』）。このような思想の源泉を、人

は必要に迫られなければ善を行わないとしたマキアヴェ

ッリ（Niccolò Machiavelli, 1469-1527）にまで辿ること

は決して的外れではない。そしてもちろん本論でとりあ

げるバークもこのような名誉の系譜に位置づけられるだ

ろう。

名誉はバークが好んで多用する語彙の一つではある

が、前述の通り時事的応答として書かれたバークの著作

にまとまった名誉論が展開されることはない。そのため

断片的に述べられる名誉についての記述やそれを支える

政治思想から、名誉を析出し再構成させることが必要で

あって、本稿ではバークの政党論を手がかりに、その政

党論が展開されている『現代の不満の原因を論ず』

（（1770年）、以下『現代の不満』と記す）の考察を通し

て、名誉論の再構成を試みる。というのもバークは名誉

と徳目で政党を語ることで、当時、私的な徒党（faction）

であり一部の利益を代表するにすぎないと理解されてい

た政党観に反して、政党の公的、公益的性格を描き出し

その転換を図ったと言えるからである。つまりバークに

とって名誉とは、利己性の原理にもとづく徒党を公共性

の原理にもとづく政党へ転換させる媒介であり、また同

時に私的徳目を公的徳目へと高める情念と位置づけるこ

とができよう。このような観点に立った上で本稿の目的

は、バークの政党論にとって名誉が公共性の保証となり、

政治の活動原理となっていることを提示し、さらにその

ような名誉の政治を支える政治社会をバークがどのよう

に理解していたのかを明らかにすることである。

本論に入る前に、18世紀イギリスにおける政党観の

把握と、先行研究においてバークの政党論がどのように

理解されてきたのか概説しておきたい。

２．18世紀イギリスの政党観

バークによる『現代の不満』は、初めて政党に市民権

を与えたものとして古典的地位が確立していると言って

よい。今日の政治において政党の存在とその意義を疑う

者は少ないが、前述のようにバークが活躍した18世紀

のイギリスでは、政党（party）は徒党（faction）と見

なされ、私利私欲に基づく人間集団にすぎないと激しく

非難されていた６）。私的利益を公的利益と僭称し、公共

の利益を党派に分裂させて、必要のない党争を国家に持

ち込むものと忌避される存在と見なされていたのであ

る。政党に対するこのような理解は思想家、政治家を問

わず共有されたものであった。

例えばジョナサン・スウィフト（Jonathan Swift ,

1667-1745）は、党派は「思慮や公共善と両立しえない」

政策に人を賛同させると非難したし（高濱、198頁）、

ポープ（Alexander Pope, 1688-1744）もまた「政党の名

は大嫌いだ。そいつは屈従のしるしにすぎない」（小松、

101頁）と率直な感想を述べている。このような意見は

政治の舞台外で言われただけではない。名誉革命時代の

代表的政治家である初代大蔵卿ハリファックス（Earl of

Halifax, 1611-1711）は「たとえ最上の政党であっても、

それに属さない国民に対する一種の陰謀団でしかない」

（佐藤編、258頁）と嫌悪しているし、またバークと同

時代の首相であり敵対関係にあったビュート（Bute,
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1713-1792）も政党政治を否定し「すべての派閥と政党

は可能な限り抑制さるべきであり、現在の内閣は各方面

からの人材で基盤を拡大さるべきである」（中野（2000）、

946頁）と演説で述べているほどである。

バークはこのような政党理解を転換させて、政治社会

において政党が不可欠であることを訴え、政党に「連帯

した努力により彼ら全員の間で一致しているある特定の

原理にもとづいて、国家利益の促進のために結合する人

間集団のことである」（『現代の不満』、80頁、Vol. I,

p.531）という有名な定義を与えることで、政党政治の

第一歩を切り開いたのである。

３．先行研究

バークの政党論を歴史的、政治学史的なアプローチか

ら迫った代表的研究者として小松春雄を挙げることがで

きるだろう。小松はイギリス政党政治の起源と発展、ま

た政党論の変遷を辿るなかで、バークの政党論を政党史

の大きな転換点として位置づける。歴史的背景を考察し、

歴史学者による対立を検討した上で７）、『現代の不満』

を「政党政治の一般的な理論化」（小松、428頁）の試

みとして評価している。バークの政党論の本質を政党主

体の統治の確立と理解する小松は、名誉革命以後の議会

の権威の確立と行政府の膨張による両者の対立を避ける

ためには、それらの権力を融合させる必要があり、議会

内で形成される政党が同時に内閣として行政を担うこと

で、バークがこの問題に応えようとしたと理解している。

小松によれば、バークの政党論は今日の政党政治、議院

内閣制の先駆的議論であるために高く評価されるべきな

のであった。

イギリス政党史におけるバーク政党論の位置づけを探

るという小松の問題意識からすれば、今日の政党政治の

原型をバークに求めることは理解できるし、その議論は

充分な説得力を持っている。しかしバークの政党論は先

駆的な議論にとどまるものではない。私的利益の僭称と

理解されていた政党を、公的利益を実現するための集団

とするために、バークが政党に名誉や徳目といった規範

的性格を求めていたことは、決して見逃してはならない

だろう。むしろこの規範的性格が今日のわれわれの興味

を引く。

鶴田正治の研究もまたバークの政党論がどのような歴

史状況から生み出されたのか検討するものであるが、鶴

田はその上でバークが政党を「『義務・名誉・主体・節

操・品質・深慮』等の道徳的外衣を纏っている」（鶴田、

247頁）ことに注意を喚起し、バークが政治を「道徳性

の拡大」として理解していることと結びつける。鶴田に

よればバークの政党論の本質は「政治的社会的主体とい

う初発形態から脱皮し、上昇して、道徳的主体という真

の意味で政党として完結」（同上、248頁）させるとこ

ろにあるという。この説明からでは鶴田が道徳論的政党

論をどのようなものとして考えているかは必ずしも明瞭

ではないが、議員は政党に所属することで道徳性を獲得

し、政治を本来あるべき道徳の主体として再編成させる

役割を担っているとバークの政党論を理解しているよう

である。

岸本広司もバークの政党論を道徳論と結びつける議論

を展開している。思想史のなかでバークの政党論を位置

づけようとする岸本は「人間は有限で不完全な存在では

あるが、社会の中で他者と共に生活し、共に行動するこ

とによってこそ自らを陶冶することができるのである。

そして他ならぬ政党もまた、そのような陶冶の場ないし

倫理的な空間として捉えられた」（岸本（2000）、163頁）

と述べ、バークの政党論がもつ道徳的側面を強調してい

る。このような解釈はバークの徳目を善悪の基準となる

純倫理的な概念として捉えることによってのみ可能とな

るだろうが８）、バークは徳目の実態として「地位も、権

威も、財産も、能力も、雄弁も、知恵も、熟練も、連携」

（『現代の不満』、27頁、p.463）を挙げていることからも

わかるように、必ずしも倫理的な概念とは見ていないこ

とに注意深くあるべきである９）。バークが主張する意味

での徳目を理解するには、徳目を倫理概念としてではな

く共和主義的語彙として捉えるべきだろう。

このように道徳からバークの政党論を理解する論者の

一方で、バークの徳目概念に着目しながらも、これを言

語操作として理解する論者もいる。例えば高浜俊幸は

「バークの党派弁護論ですら、レトリックを駆使して、

党派活動を『私的道徳心』や『友情』といった私的徳の

観念に結びつけることによって初めてなしえたことは注

目に値する」（高濱、240頁）と述べるように、道徳心

によって政党を擁護するバークの主張を「困難な言語操

作」（同上）の現われと理解している。しかしこのよう

にバークの言説をレトリックと見なす議論では10）、バー

クの共和主義的語彙の使用が苦心の現われとのみとら

れ、その政治思想としての意味の探求に向けられていな

い点で不十分であろう。
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道徳論的理解が充分な説得力を持って議論を展開でき

ず、かといってレトリックと見なす議論がバークを理解

する上でむしろ手がかりを失うとするならば、バークが

政党論を提唱する際に、規範的性格を与えて主張してい

ることをどのように解釈すればいいのだろうか。犬塚元

によるバークの政党理解はこうした疑問に答える大きな

方向性を示したと言っていいだろう。

バークにとって政治社会は情念の暴走を防ぐための装

置であると理解する犬塚は、バークが名声概念

（estimation）を導入することで情念を抑制し統治の安

定を図ったと理解している11）。犬塚は『現代の不満』の

考察を通して、バークが「抑制されない統治者は、いと

も容易く物理力に依拠する」（犬塚（1997）、611頁）こ

とを見て取ったとして、この認識が専制政治批判を支え

ていると主張している。民衆との関係性を失い「政治権

力が自己完結的なサークルに止まったとき、コントロー

ルされない統治者の情念は専制への堕落を始める」（同

上、612頁）のであり、民衆と植民地の考察、そして彼

らへの説得という手段を経ることなく、「簡単に軍事力

に頼りかかることで支配を調達する」（同上）。つまり被

治者の熱狂は「専制と親和的」（同上）なのである。犬

塚はこのようにバークの専制政治批判を理解し、「バー

クの批判は、何を対象としようと、《情念の政治》に常

に向かっている」（同上、613頁）とまとめている。

その上で犬塚は、バークがいかに情念を抑制しうる政

治社会を描いたかへと議論を進めており、名声とそれを

支える名声のネットワークに着目する。そしてバークが

主張する政党もこの名声のネットワークを指しているに

すぎず、換言すれば、今日理解される意味での政党と理

解してはならない。政党はこの名声を保証させる装置の

ひとつであり、統治者同士による「協同を通じ、親密な

関係と名誉を重んじる心性」（同上、625頁）を形成さ

せることで、「統治者を陶冶しその私的情念を抑制する

機能」（同上）を持つものとして提唱されていると犬塚

は考えるのである。

このようにバークの政党論を理解する犬塚は、「『現代

の不満』は従来、政党概念を確立し政党政治を準備した

ものとして解釈されてきたが、政党政治を複数政党によ

る政治運営という意味で捉えるならば、こうした解釈は

誤りである」（同上、624頁）と複数政党による政治運

営と限定付けながらも、これまでの先行研究に大きな反

論を加えているのである。政治行動と直接的な結びつき

を持たない犬塚の政党論は、今日的な意味での政党と大

きく異なることがわれわれを困惑させるかもしれない

が、しかしバークの政党論がなぜ名声という語彙によっ

て主張されているのかの一つの回答といえるだろう。

こうしてバークの政党論は今日の政党政治の先駆的議

論であるばかりでなくて、その規範的性格に着目した議

論が十分可能であり、名誉と徳目に焦点を当てなおし名

誉の政治学として読むことができるのである。本稿では、

犬塚が主張する名声とはちがって、バークの名誉は情念

の抑制ではなく私的情念を公的情念へと高めるものとし

て位置づけられている。このような理解には名誉や徳目

が共和主義的語彙であることが手掛かりだと考えられる

が、この点については先にふれたとおりである。

Ⅰ．バークの描く政治社会

１．名誉を支える政治社会

1770年４月、バークが『現代の不満』を世に問いか

けた時、イギリスはジョージ３世による専制が危惧され、

ウィルクス事件によって国内は乱れ12）、また印紙条例を

はじめとするアメリカ植民地問題に揺れていた。本書は

このような時代背景の中で政治家としてのキャリアをス

タートさせたバークが、国民の不満を診断しその治療法

を書き表した時局的なパンフレットであり、また自らが

所属するロッキンガム・ウィッグの政治的立場を表明す

る政治パンフレットでもあった13）。

しかしこの政治パンフレットは単なる時局論や党派の

自己擁護論にとどまらない魅力を持つ。民衆と政治家は

愛情や信頼といった双方向で相互依存的な情念で結ば

れ、その上で民衆は名誉の配分者として描かれ、政治家

はその名誉を得るべく活動するよう理解されているから

である。それはバークにとっての名誉の政治が成立する

条件の探求と言うことができるだろう。

確かに民衆と政治家はそれぞれ固定化されて理解され

ていて、ともに統治を担うことをバークは期待していな

い14）。だがその関係は決して一方的なものであってはな

らないと考えるバークにとって、統治の本質は暴力や法

律による規制といった一方的な統制の手段ではあり得

ず、愛情と信頼といった双方向な関係のなかでのみ生ま

れる情念にもとづくものでなければならなかった。民衆

が支配の対象でないことは言うまでもないだろう。

バークによればこのような政治社会は自由なしに存立
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し得ないのであり、「民衆による報賞と名誉の配分

（popular disposition of rewards and honours）は、自由

な国家の第一義的な長所の一つである。この長所もしく

はこれに準じるものなしには民衆は、おそらく自由の実

質を長期にわたって享有できないし、善い統治にみなぎ

るあの生き生きした活気を全く体得できないだろう」

（同上、35頁、p.472）と名誉を自由な政治社会の必要条

件としているのである。

これがバークにとって善き統治の姿であり、名誉の政

治を支える政治社会の姿でもあった。だが、バークによ

ればこのようなあるべき政治社会はユートピアではな

く、名誉革命以後80年にわたるイギリス政治の実態で

あったとして、さらに議論を展開する。

２．愛顧がもたらす政治社会

バークはこのような政治社会の間に宮廷が介入し、名

誉による政治を崩壊させ、民衆の不満に繋がっていると

論じている。バークにとって宮廷は、民衆が「全く信を

措いていない人間」（同上、35頁、p.471）であり「権力

を預かるにふさわしい公共的愛情や信頼の証拠が存在し

ない人間」（同上）にすぎない。そしてこのような宮廷

政治によって、悪徳は「恥知らずにも内々でこっそり黙

認されている、というのではなく」（同上、57頁、p.501）、

政治社会全体に繁殖して、「一切の罪状は直ちに徳行に

変質して褒賞と名誉の正当な理由となる」（同上）ので

あった。

バークの理解する善き政治社会において、名誉の配分

は民衆の役割であったことを思い出して欲しい。「宮廷

自身の持つ私的恩顧（private favour）の排他的行使」

（同上、15頁、p.446）によって「すべての人間が宮廷の

機嫌を伺うようになってそれ以外の方向を目指す人物は

姿を消し、この万人の希望を左右しうる唯一の動機がや

がては万人の行動を規律するに至る」（同上、17頁、

p.450）と述べて、イギリス政治がクライエンテリズム

へと構造的変化を遂げたと分析している。このような宮

廷を中心とした政治においては、すべてが宮廷の愛顧に

依存せざるをえない。民衆からの名誉を享けようとする

政治家は、宮廷から愛顧を享けようとする政治家へと変

質することを余儀なくされる。バークの理解においても、

政治家の公共の精神は自明ではなく、政治家もまた利己

心にもとづく存在にすぎないのであるが、この利己心が

名誉ではなく愛顧によって満たされることをバークは問

題視しているのである。

だが宮廷政治は愛顧によって政治家の行動動機を民衆

から宮廷へと向けさせるばかりではない。「国土内で安

固に守り抜かれてきたあらゆる威信が、君主の個人的愛

顧と意向に属せしめられるであろう。この恩寵（favour）

が権門（tenure）に至る唯一の階梯、権力につながりう

る唯一の資格となろう」（同上）と言うように、官職の

提供を独占する宮廷は、政治家の活動舞台さえも奪うの

である。バークは次のように説明している。

宮廷の側にはあらゆる名誉、官職、報酬等々およそ個人的

貪欲ないし虚栄を満足させる一切の物が、そして大抵の紳士

にとってはそれよりも一層重大な関心事たる、個々人への無

数の些細な奉仕を通じてやがて国土内の一大勢力に成長する

という階梯が開かれる。これに反して宮廷との結びつきを持

たずその体制に反対する側の人間の立場が、どんなものか想

像してみよう。彼個人にはいかなる官職、報酬、称号も与え

られず、彼の子供、兄弟、身内のためのいかなる聖俗界もし

くは陸海軍での昇進の見込みもない（同上、58頁、p.503）

これはもちろん政治家の嫉妬や嘆きに終わるものではな

い。名誉を媒介にすることで政治家と繋がり政治社会を

支える民衆もまたその被害を受けることは想像に難くな

いだろう。宮廷が与える愛顧によって、実質的に名誉の

配分者としての役割を奪われ、民衆の評価とは無関係に

政治家に活動の舞台が与えられるのであれば、それは民

衆が政治社会から除外されるに等しい。「民衆の人気と

いうささやかな報酬を下院から一旦奪うならば、（中略）

この王国の民衆が自分の毅然たる忠実な代表を見出せな

いことは余りにも明白」（同上、59頁、p.503）であり、

「統治は民衆の側のいかなる協力もなしに、そして彼ら

の上層の階層の威厳に対する、また彼らの下層の民衆の

愛情に対するいかなる配慮も払わずに運営されるように

なるであろう」（同上、15頁、p.446）とバークは述べる

のである。

このような政治社会において民衆はもはや支配の対象

でしかないのであり、「民衆の存在意義がなおざりにさ

れるならば、彼らの自由は風前の灯火である」（同上、

39頁、p.477）のは間違いないだろう。名誉による政治

はこうして危機に瀕したと言えるが、バークは政党論を

提唱することでこの危機を克服しようと試みる。それは

政治家の名誉心を宮廷による愛顧の誘惑から防ぎ、政治
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家と民衆との間を強く結びつけるものとして主張される

のである。

Ⅱ．政党論の提唱

１．バークの政党論

バークの政党論の主張は宮廷政治を支える君主の影響

力（influence）の考察からすでに始まっていると言って

よいだろう。バークによれば君主の影響力は、名誉革命

によって「枯渇して死んだも同然」（同上、14頁、p.444）

だった君主の大権（prerogative）が影響力と名を代えて、

「口当たりはよいが一層強い力を秘めた形」（同上）で発

展したものである。君主の大権が議会に拘束されずに発

揮することができる権力であるのに対して、影響力は

「国王が自分の方針を支持し援助する人間に与える利権

または報酬、もしくは自己の施策を妨害しようとする人

間に科する刑罰ないし威嚇など」（中野（2000）、933頁）

を通して、議会への文字通り影響力として発揮される権

力である。このような間接的な権力行使のあり方は、バ

ークが言うように「秘めた力」として密室的な政治を可

能にし、その不透明な過程によってむしろ力の及ぶ範囲

とその力を拡大させるものなのである。

そもそもバークにとって君主の権力は無制限に行使さ

れるものであってはならない。バークは君主の権力を

「いやしくも必要上君主に付与されている権限
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（同上、

33頁、pp.469-470）にすぎないと必要最低限の行使を前

提とした上で、さらにこのような権限は「法の執行のた
．．．．．．

めであれ
．．．．
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（同上）なのであった。つまり君主の権限は不透明かつ

恣意的に行使されてはならないのである。

このようにバークは君主の影響力を削除することで宮

廷政治を終わらせようとしたのではなく、その本来のあ

り方、正当な行使を定義づけることで、宮廷政治による

不正を暴こうとした。つまり影響力の存在そのものが問

題なのではなくて、その行使のされ方こそが議論されな

ければならないとバークの主張は読み取れるのである。

このようにバークは宮廷政治を批判する一方で、それ

を許す政治家にも鋭く批難の目を向けている。だからバ

ークの主張は宮廷と政治家の対立図式を単純に描くもの

ではなく、宮廷政治に代わる新しい政治を主張するもの

であり、この意味で宮廷と結びついた政治家をも含む既

存のエリート批判としてのエリート論として展開されて

いると言えよう。

このような激烈な情念の嵐の時代にあってかくも多くの才

幹、気性、性格の人間同士の激烈な抗争に揉まれ、かくも重

大な諸問題が渦巻いて途方もない強力な利害がかかわる議論

の中で550人の仲間と一緒に議会の中に何年も身を置いてい

て、その間に自分がその陣営に帰属して公共的利益（public

utility）に資すべき政策で互いに助け合う気持ちを抱かせる

に足る性格、行動もしくは気持ちを持った結合を見出せなか

ったという人々は、そもそもどんな素材から作られており、

それらを基にしてどんな具合に組み立てられるのか（同上、

83-84頁、p.534）

この引用にあるようにバークにとって政治家は公共の利

益をめぐって論争し、この論争から政策は生まれ、政治

家はこの政策の実行に責任を持つ存在でなければならな

い。だから「自分がその試みの義務を負い実行の能力を

有すると確信できる事柄以上のことを請け合う者は、実

際には公衆と彼ら自身の双方を尊敬しない者」（同上、

73頁、p.520）として批判の対象となり、また「自己の

政策を実地に移すべき手段の採用を拒否する人間が、本

心からこの政策の正しさを確信しそれを大切なものと考

えていると本当に言えるのか不可解である」（同上、80-

81頁、p.530）とも述べるように、政治家に政策の立案

からその実行までの責任を強く求めるのである。

だがバークはこのような政治家像を政治家個々人に訴

えかけたのではない。「互いに強調し合わない人々は効果

的に行動できず、また自信を持って行動しない人々は互

いに強調して行動できず、そして共通の見解、共通の愛

情、共通の利害によって一つに結ばれない人々は自信を

持って行動できない」（同上）と述べるように、政治家は

個々に存在するのではなく結合することでだけ、責任あ

る政治家、責任ある政治行動をとることが出来るのであ

る。バークはこの理由を次のようにも説明している。

人間は互いに他の仲間の原理に通暁しないために他人の才

能を評価することができず、したがって力を合わせて事に当

る相互的慣行と意向を身につけない限りは、個人的な信頼関

係も友情も共通の利害も結局は彼らの間で存続できないであ



－33－

名誉の政治学（苅谷）

ろう。（中略）結合の中にあっては最も取るに足りない人間

でさえ、全体の重みに自己の一枚を加えることによって自己

の真価と意義を証明できる（同上、77頁、pp.525-526）

バークはこのように結合を通すことで個々の政治家には

発揮できない大きな政治力が得られると主張するのだ

が、この政治家の結合こそを政党と理解し、「その連帯

した努力により彼ら全員の間で一致しているある特定の

原理にもとづいて、国家利益の促進のために結合する人

間集団のことである」（同上、80頁、p.531）と定義づけ

たのであった。こうして定義された政党が、政策ではな

く利益によってまとまる徒党と全く異なることは明らか

だろう。

先にバークの主張として政治家は政策の立案からその

行動まで責任を持つ存在として主張されていることをみ

たが、政党が政策を実行するために「すべて必ず自らの

最初の意図として、自分と同じ考えの持主がその共通な

計画を国家のあらゆる権勢と権威（power and authority）

をかりて実地に移すことができる状況へ彼らを置くため

に一切の正当な方法を追求する旨を公言する」（同上、

81頁、p.530）とバークは自らの主張を堂々と述べる。

この国家のあらゆる権勢と権威こそ宮廷政治の背後にあ

った君主の影響力に他ならず、この影響力の行使は政党

が一体となって請け負い行使するものであって、宮廷か

らの愛顧に惹かれて分裂するものであってはならないの

である。

党派全体が一括して含まれないような権限の提供を決して

私的な考慮にもとづいて受け入れないことが彼らの義務であ

る。彼ら自身の結成のもととなった基本原理、否、あらゆる

公正なる結合一般の基盤となるべき原理を否認するような徒

輩によって内閣や議会内で引きずられ支配され圧倒されるこ

とのないように、彼らは警戒しなければならない（同上）

今日では内閣の一致として呼ばれる政治原則をバークは

政党論から導いていると言えるだろう15）。このように政

策によって結集した政党は、政治家に責任をもたせると

同時にその行動を制限することで、宮廷からの愛顧とい

う誘惑に打ち勝つことが出来るとバークは主張するので

ある。

２．国民的基盤

このようにバークは宮廷政治を批判することで政党に

よる政治運営の可能性を模索してきたが、政党政治が宮

廷政治に置き換わるだけではまだ名誉の政治学と呼ぶこ

とは出来ないだろう。政党が議会内の存在にとどまって

いては、名誉の政治学を支える民衆との関係が断たれた

ままだからある。バークは政党を政治社会に位置づけよ

うとする時、名誉や徳目による説明を試みる。このこと

は先に君主の影響力についてのバークの引用にあった国

民的基盤と公共の原理が何であるのか、バーク自身によ

る回答として読むことができるだろう。

政党が国民的基盤や公共の原理を欠くのであれば、た

とえ政治家が民衆から選ばれた存在であっても宮廷政治

同様に民衆に支配関係を強要するものになりかねない。

さらに政党が民衆ではなく一部の支持者に依拠するよう

な新しい危険性も指摘できるだろう。バークは名誉や徳

目といった概念が民衆に由来することを示し政党政治が

国民的基盤と公共の原理に基づくことを立証しようとす

るのである。

バークは共和政ローマにおいて政党と民衆の理想的な

関係が成り立っていたとして議論をさらに展開する。ま

ず「彼ら［ローマ人］にとっては Idem sentire de

republica（祖国ニツイテ同ジコトヲ感ズ）が、友情と

愛着（attachment）の根本的な基盤であった。事実、私

はこれ以上に一層堅固で貴重で快適で、名誉と徳性にふ

さわしい慣行を作り出す土台が現実に他に存在しうるの

かを知らない」（同上、79頁、pp.527-528）とキケロの

『友情』を引用した上で、友情や愛着といった私的な徳

目の形成が、われわれが今日想像するような日常的で私

的な行動や活動からではなく、国家に対する共同体意識

や帰属意識、さらに踏み込んで理解すれば愛国心からこ

そ生み出され、その基盤となっているとバークは理解す

るのである。さらに共同体意識はまた名誉や公的徳目を

重んじそれにふさわしい行動を求めるような慣行をも作

り出す。つまりバークは共同体意識によって公的徳目と

私的徳目が一致するような政治社会像を求めていると言

うことができるだろう。

バークはこのように私的徳目の公的性格を捉える一方

で、逆に「日常普段の交際において自分以外の人間の存

在を考慮する実意を示した人間は、公共の舞台で活動す

るようになっても必ずや彼一己の利害のみならず他の

人々の利害への配慮を示すはずだ、と彼ら［ローマ人］
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は信じた」（同上、79頁、p.528）と述べるように、私的

な領域における活動も公的な徳目を保証するものである

としている。バークによれば私的な領域においても公的

な領域においても人間は、自分だけの利害ではなく他者

の利害を考慮しなければならない。

国家のように多様な利害が渦巻く世界においては、何

が公共的利益なのか簡単に理解し主張することは難しい

だろう。逆に言えば、あざとく私的利益を公的利益と主

張することもできなくはないのである。だが私的な領域

での利害はそれよりはずっと単純に把握することもでき

るため、身勝手に自分の利害を他人に強要することはで

きない。仮にそのように他者への利害を考慮せずに振る

舞おうとすれば、この場合はおそらく寛大という私的徳

目は大きく傷つくことになるのだし、逆に配慮を示せば

寛大な人物として他者から認知されるはずである。バー

クはこのようにわかりやすく、見えやすい私的領域にお

ける徳目を媒介にして、公的領域における徳目の保証と

見なすのである。バークの以下の主張もこのような理解

の上で読まれるべきものである。

国家の偉大な信託に与る人間は、必ず事前に彼がこの種の

信託を悪用する危惧はないという公衆に対する一種の保証か

証拠となる程度の信望を、自己の行動によって国内に得てい

なければならない。或る個人が自らの行動が大きな権勢と財

産を手に入れるに当っても一貫して仲間たちを軽蔑したり彼

らの尊敬を一時的に喪失したりした事実がなかったことを彼

が世間に立証できるならば、とりもなおさずそれは彼がこの

権勢を正しく行使するという確固たる保証となるであろう。

権力を握るまではいかなる友人も持っていなかった者、もし

くは権力を握ったためにその友人を見捨てねばならなかった

者、あるいは権力を失っても彼に同情する友人を持たない者、

また土地所有者もしくは商業者階級のどの筋に対しても影響

力を揮えず、したがって彼の全存在意義は内閣とともに始ま

りそして間違いなく内閣とともに終わるような者－こういう

人々は議会の抑制機能にもとづいて、決してわが国全体の国

事公務を指導し管理しうる地位に留め置かれるべきではな

い。何となれば、このような人間は民衆の利益と何の繋がり
．．．．．．．．．．．

も有しないからである
．．．．．．．．．．

（同上、36頁、pp.473-474）

バークは私的徳目から公的徳目を導くばかりでなく、公

的領域を預かる資格そして民衆の利益との共有さえも導

く。政治家には友情や敬意といった徳目が不可欠であり、

私的領域において慕われ尊敬されない人間は、公的な領

域を預かる資格がないとのバークの主張は、今日政治家

の資格が選挙での当落のみに依拠することを考えれば大

変興味深い。バークは議席や選挙人の買収の横行、饗応

や乱闘に代表される18世紀イギリスの選挙になじむこ

とができず16）、またこのような腐敗した選挙を改善しよ

うとさえ考えなかったが、そのことがかえって上記のよ

うなバークの洞察を可能にしたと言えるだろう。

バークは「彼ら［ローマ人］の念願は、公共的徳目と

私的徳目が決して不調和に衝突し合って相互に破壊し合

うのではなく、むしろ互いに他を助け他に助けられつつ

調和的に結合し、秩序ある高貴な階梯を経て次々に高い

水準へ成長するのを見ることであった」（同上、79頁、

p.528）と主張するが、これまでの考察からも明らかな

ように、この念願はローマ人ばかりでなくバークの念願

でもあった。バークはこのように公的徳目と私的徳目が

調和し、この調和によって発展するような政治社会を描

いているのであり、この公的徳目と私的徳目の調和こそ

バークの理解する国民的基盤の鍵なのである。つまり私

的な領域において慕われ尊敬され、他人への配慮を行う

ことができる人物は十分に国民的基盤に立っていると言

えるのであり、公的徳目と私的徳目の調和の原則から17）、

公的信託を預かるにふさわしい人物の証明と保証となっ

ているのである。そしてバークは次のように述べている。

私的生活において望ましい情念を国家社会の運営と奉仕に

役立てること。われわれが紳士であることを忘れない程度に

おいて愛国者たること。友情を涵養しつつ敵意を身に引き受

けること。この両者をともに強く、しかし同時に選り抜かれ

た形で身に付けること。前者に関しては寛容であり後者に関

しては不退転であること。（中略）公的生活は権力と活動の

場に他ならない（同上、84頁、pp.534-535）

このようにバークは私的徳目と公的徳目が調和される

限り、政治家の権力活動は肯定されると理解している。

こうして国民的基盤は公的信託の保証であるばかりでな

く、その徳目を公的領域に活かすことで政治活動の原理

でもあるとバークを理解することができるだろう。

３．公共の原理

一方バークにとって公共の原理は、それが「どのよう

なものか」ではなく、共同体に明らかにされ共有される
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ことを大きな特徴とするものである。「いかなる公的原

理も標榜することなく、ひたすら彼らの共同的な悪業を

高い値段で売りつけるために連繋するゆえにどこに行っ

ても皆から嫌われるのが当然のこれら一味の派閥徒党

に、断じて国家の中で羽振りを利かすのを許してはなら

ない。何となればこのような人間は、民衆の感情および
．．．．．．．．

意見と何らの繋がりも有しないからである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（同上、37

頁、p.474）とバークは述べている。「いかなる（any）」

とバークが言うように彼の理解では、公共の原理は複数

存在するものだし、「どのようなものか」をめぐって議

論可能であると同時に議論されなければならないものと

捉えることができるだろう。つまり公共の原理は、政治

家が民衆に訴え明らかにすることで、政治家と民衆の間

にその感情と意見を共有させるもの、またそれにふさわ

しいものでなくてはならないのである。

このようなバークの主張を正確に理解するには、18

世紀イギリス議会において政治家の議会内での行動は、

民衆に開かれたものでなかった事実を知っておく必要が

ある。「議題の評決結果については、当時は単にその賛

否の評決が記録されるだけで、下院議員の個々の者がそ

のつどどのような態度に出たかについての公的な記録は

一切残されなかった。極めて重要な議題の場合に少数派

が議場外に向って自己の名前を公表して公衆の理解を求

めようと試みたことが、その稀な例外であったに過ぎな

い。議会の討論の模様を新聞雑誌に公表することは、

1769年までは刑事上の罪となっていた。それゆえに沈

黙して投票する議員たちの行動はすべてが謎であり、こ

の点からの有権者による議員への抑制はほとんど不可能

であった」（中野（2000）、946頁）のである。さらに政

府反対の演説の際は傍聴人が議会から閉め出される措置

も講じられるほどバークが活躍した18世紀イギリス議

会は閉鎖的なのであった。

このように様々な議員行動が民衆にとって謎であった

時代に、バークは例えば「州、および都市選挙の集会に

おいて、彼らの行動を一層体系的に判断する基準が確定

されなければならない。個々の重要な議決に対する投票

者の態度の正確かつ詳細な表が作成されなければならな

い」（同上、73頁、p.521）というように、政治家の投票

行動、自分の考える公共の原理がどのようなものである

かを、民衆に明らかにするよう求めているのである。

だが公共の原理は民衆に明らかにされ、共有されるだ

けでは不十分だとバークは考えていた。バークは第１次

ロッキンガム内閣（1765-1766）を「事実この時初めて、

内閣に列した人々が在野の際に掲げていた政治原理をす

べてそのまま貫く姿が見られたのである」（同上、31頁、

p.467）と肯定的に評価するように、公共の原理は、実

際の政治行動の原理となることで初めて意味を持つもの

なのである。つまり政治家は公共の原理を明らかにする

ことで、民衆との間に共有した意見を作り出すだけでな

く、民衆との約束をしたことになるのであり、この約束

こそが政治活動の原理でなければならないのであった。

このように国民的基盤と公共の原理は、民衆に由来し

また民衆に開かれたものでなければならない。だがバー

クによれば政党政治はこうした国民的基盤と公共の原理

と矛盾するものではない。再び共和政ローマの事例から

次のように主張している。

民衆全体は政治的結社に配分され、彼らはその中で各自に

かかわる国内勢力を支持しつつ行動した。あらゆる正直な手

段を尽くして諸君と感情と見解を同じくする自分の仲間の勢

力を増進させ政権に近づける努力は、当時［共和政ローマ］

は格別の犯罪とは考えられなかった。この種の結合はいかな

る結束も義務も有しない徒党であるゆえに、人は誰でも自己

の利害の赴くままにいつでも勝手に離脱しても何の不名誉に

もならない、などとはこれら賢明な国民は想像しなかった。

彼ら［ローマ人］は個人的名誉が公共的信託の一大基礎であ

り（private honor to be the great foundation of public trust）、

個人的友情が愛国的行動への無視できない一階梯であると確

信した（同上、79頁、p.528）

バークにとって政党政治は議会内で完結するものではな

かった。上記の引用に明らかなように、政党は政治社会

に十分に位置づけられるものである。政党は民衆へ一方

的なかたちで存在するのではない。民衆もまた各自にか

かわる政党を支持し行動することが求められ、積極的に

政党政治を支えることが期待されているのである。国民

的基盤や公共の原理によって支えられる限り、政党政治

は国家に分裂を引き起こすものではなく、逆に民衆と政

治を密接に結びつけるものと言うことができるだろう。

そしてバークは政党政治が公共的信託に応えるべく名

誉にふさわしい行動を求めている。それは政党を構成す

る政治家の身勝手な行動を許したり、政党が民衆との間

にかわした約束を破ったりするものであってはならな

い。このとき一人の人間として行為規範を意味するに過
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ぎない名誉が、政治活動の原理にまで高められると考え

てよいだろう。バークは『現代の不満』の出版から数年

後自らの選挙区であるブリストル市民に宛てて次のよう

に主張している。

私は世に政党と言われる方法を通じて諸君の祖父の憲法を

崇拝する人間であり、自己のこの政治的交遊を露ほども恥じ

ないだろう。私が過去11年間絶えず協力して思索し行動し

てきたこれら現存もしくは物故せる比類なき顔触れは、それ

と密接な交遊を重ねたことが万一にも当人の落度として非難

されるようになれば、名誉に対する一切の配慮、名誉とは何

であるのかの一切の理念が世界から跡かたなく消え失せてし

まうような人々である。（中略）これらの人々は大勢の人々

と呼応して、私的名誉に公共的原理を継木する（grafting

public principles on private honor）ことにより今日の世を価

値あらしめ、諸君の歴史上で最も輝かしい時代を飾り立てる

であろう。単独で行動しうる自己の能力の欠如を痛感しなが

ら自己の義務を完遂しようと意気込む人々にとって、どうし

てこれ以上に素晴らしい連帯が可能であろうか（『ブリスト

ルの執行官への手紙』18）（1777年）、281頁、Vol. II, p.239）

バークの考える名誉は、政治家が単独で行動するよう

な小さな業績によって得られるものではなく、名誉を共

に重んじる議員が政党を通して政治活動を行うことによ

ってこそ得ることができるものなのである。バークはこ

の市民への手紙で、宗教的寛容のために努力した政治家

や名誉革命を達成した政治家の名前を挙げその業績を讃

えていることからも明らかなように19）、それは歴史に名

を残すような業績であり、今日の社会の礎を築くような

業績でなければならない。

以上のようにバークの政党論は、君主の影響力の正当

な行使、そして国民的基盤と公共の原理に基づく政治運

営を可能とすることで、政治家と民衆の双方向な関係性

を再構築する試みとして理解することができる。さらに

民衆によって与えられる名誉は、政党政治においてこそ

政治活動の原理として十分に機能するものであるとバー

クの主張をまとめることができるだろう。

Ⅲ．バークの名誉論

１．バークの名誉観

前章の最後でバークの政党論が名誉によって語られ、

名誉が政党政治の活動原理となっていることに少し触れ

た。もちろんバークの政党政治から愛着や友情といった

概念がなくなったわけではないことは、先に見た国民的

基盤の議論からも明らかである。だが国民の信託に応え

ることは、愛着や友情ではなく名誉といった言葉で語ら

れるにふさわしい、このようにバークが考えたとしても

何ら不思議ではない。

すでに見たように民衆は名誉の配分者として政治社会

に参加することで自由と活気を得るのであり、政党は国

民の信託に応えることで他に代え難い名誉を受けること

ができるのである。このことは民衆と政党との双方向な

関係が成立していることを意味するばかりでなく、政党

が名誉を享けようと積極的に国民の信託に応えることで

公的利益を導くと解釈することができるのではないだろ

うか。そのためにはまずバークが名誉をどのようなもの

として理解していたか知る必要があるだろう。

バークは名誉という言葉を多用し政治社会や政治活動

を説明するが、どのようなものを名誉と理解していたか

は判然としない。抽象的な定義を好まないバークの名誉

観を理解するには、演説を中心にどのような状況におい

て名誉が使用されているか知ることだけが唯一の手がか

りだと言える。以下、幾つかの議会演説の中からバーク

がどのように名誉を使用しているのかを探し出し、抽象

的に語られるバークの名誉観を明らかにしたい20）。

２．人気と名声

バークにとって名誉と信託は深い関係性をもって使わ

れていることは、前章で引用した「個人的名誉が公共的

信託の一大基礎」（『現代の不満』、79頁、p.528）である

とのバークの認識からも明らかだが、この関係性が最も

明瞭に示されているのは次の演説だろう。

われわれは自分たちを現在の名誉ある信託の地位へ押し上げ

て、ありきたりの役柄にかほどの神聖な任務を与えてくれた有

権者には無限の責任を負っている。われわれは純粋、率直、誠

実な心で彼らを先導して進むべきで、必ずや卑俗かつ不正直な

手口に終わる奴隷的屈辱でなく、子に対する愛情で彼らに接す

べきである。私自身の感慨を言えば、私はこの主題について思

索する過程で民衆の感覚に追随する名誉を心掛けてきた、とあ

えて言うことはできない。有体に言えば、私は自己の信念にも

とづいて民衆の利益を追求する過程
．．．．．．．．．

でその感覚に出会った

（『経済改革演説』（1780年）、313頁、Vol. II, p.281）
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ここでも純粋、率直、誠実な心、子に対する愛情などの

ような私的徳目が公的徳目と見なされ、公的世界の規範

論としてバークが語っている点が興味深い一方、名誉も

また神聖な任務、無限の責任といった理想主義的な言葉

で語られている。だがこの引用において注目すべきバー

クの名誉観は、民衆の利益の実現を目指すなかで初めて

民衆の名誉に出会うというバークの主張にあるだろう。

言い換えればはじめから名誉を追い求める政治行動は、

少なくともバークの理解では名誉と呼ぶに値しないので

ある。これは、民衆の人気（popularity）に追随するポ

ピュリズムの危険性を洞察した議論として読むことがで

きる。

バークは晩年の著書で「私はこの種の国民輿論の支持

が、極めて曖昧な基準にもとづいて認められた功績に与

えられる事実をよく知っている。私は民衆の人気の移り

気なことを従来から熟知している」（『一貴族への手紙』

（1796年）、811頁、Vol. V, p.183）と述べるように、民

衆の人気が移り気なものであること、それゆえに民衆の

人気に依存する政治と距離を置く。政治が移り気で曖昧

な基準に依存するならば、一貫した政策を継続すること

ができないばかりか短期的な視点に立った政治活動しか

することができない。人気を追い求める政治は民衆への

追従にすぎないのである。バークは名誉と人気を、自己

の信念や公共の原理に従って民衆の利益を目指したかど

うかで大きく区別したと理解することができるだろう。

だがバークにとって名誉と区別されなければならない

のは人気ばかりではない。名声（fame）もまた名誉と

区別され理解されている。次の引用は風見鶏と渾名され

政治的志操に欠けた機会主義者として知られる政治家タ

ウンゼントを非難するものだが、彼の機会主義的行動は

議会において拍手喝采を得ようとする熱意、つまり名声

にあったとバークは理解している。バークは名声を「す

べての偉大な精神の衝動をなすあの情念」（『アメリカへ

の課税についての演説』（1774年）、139頁、Vol. II,

pp.65-66）と定義し「それ自体は愛すべき対象」（同上、

p.66）と述べるように、名声を求めることを否定してい

るわけではない。だが名声は「過大な情念」（同上）で

あるがゆえにその誘惑に逆らいがたいのである。バーク

は名声を追い求める情念が機会主義的な政治行動を生み

「致命的政策を公的に立案した」（同上、138頁、p.64）

とし21）、さらに次のように主張している。

彼［タウンゼント］はすべての点で自分よりも格段に劣る

何人かの者が、過去にもある一つの方法だけで本院内に重き

をなすに至った事実を見て取っていた（中略）。この種の

人々というのは彼らが議席で立ち上がる際に彼らが討論の中

でどちらの立場を取ろうとするのかが、既知の党派、見解、

原理等々への帰依によっても、またその政策の立前ないし体

系によっても、彼らの理念のどのような脈絡ないし一貫性に

よっても他の人間には言い当てられないような人種のことで

ある。（中略）万人の目は彼らの上に注がれ、万人の耳は彼

らの言葉を聞こうとして開かれる。各党派は大口を開き、そ

の演説が終わるまで代わる代わるこの連中がどちらの側に投

票するかを見つめるという具合である。本院がこのような不

確定状態に置かれている限り、謹聴、謹聴の声は今度はこち

ら側から、次にはあちら側から轟き返ってくる仕儀であり、

そして最後に彼らがこの気の弱いあやふやな洞が峠から下っ

て加担を表明した方の陣営は、常に彼らを嵐のような拍手で

受け入れる。このような人々が味わう幸運は、自分の周囲を

取り巻く無数の崇拝者たちの途方もない迷信にもとづいて日

夜湧き起こる追従の渦から彼が感じ取る喜びよりも、留保さ

れた一片のお追従から一層多大な苦痛を感じるような人間に

は所詮抗すべくもない誘惑であった（同上、141頁、p.69）

あえて公共の原理を標榜しないことで政治的駆け引きを

行い、議会の注目を浴びより大きな名声を得られるよう

な投票行動を選ぶのだから、その政策と政治行動に一貫

性が存在するわけがないだろう。バークがこのような政

治的態度を非難することは前章の議論からも充分推測す

ることができるが、その原因をバークは名声に求め「自

己への崇拝（admiration）」（同上）を求めるものと結論

づけている。バークはこの名声を「矛盾する名誉

（contradictory honors）」（同上）と呼んで名誉と区別し

ている。バークが他の著作や演説においても名声を絶え

ずこのような意味で使用しているわけではないが22）、少

なくともこの引用から考えられる名誉と区別された名声

の特徴は、民衆によって与えられるものでなく、「自己

への崇拝」という言葉が端的に示しているように公共性

との接点をもたない点にあると言える。

３．民衆が与える名誉

名誉が人気、名声と区別され理解されていることを見

たが、果たしてバークにとって名誉はどのようなものを

指すのか、われわれは知る必要があるだろう。すでに名
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誉は民衆によってこそ与えられるものだとのバークの主

張を見たが、バークはどのような光景を想定し、名誉を

受けた政治家の情念を捉えているのだろうか。

次の引用も同じアメリカへの課税に反対するバークの

議会演説からの引用であり、この中でバークは植民地ア

メリカとの間に軋轢を生み出した印紙条例がかつて撤回

された際の状況を描写している。イギリスとアメリカの

内戦という演説後の歴史的展開、つまり印紙条例の撤回

がイギリスとアメリカとの危機回避につながらなかった

ことを知るわれわれにとって、印紙条例の撤回を名誉と

して大きく取り上げるバークの心情は想像するよりほか

ないが、ここでは内戦や分裂といった国家的危機を回避

したものとして理解したい。

この時の帝国のすべての商業者たちは大挙して本院の控室

に詰めかけて必死の期待に震えながら、ほとんど冬の日の夜

明けに至るまで本院の決定如何にかかる自分の運命を待ち受

けていた。諸君が遂に彼らを救う決定を下した時、そして諸

君の議場の扉が開かれてかれらの救出者がその偉大な勝利に

当然ふさわしい歓喜に溢れた姿で彼らの前に現れた時、そこ

に集まった大勢の人間は期せずして異口同音に感謝と歓呼の

声を挙げた。彼らは留守であった父親を迎える子供たちのよ

うに、彼に駆け寄った。彼らはまるで捕虜たちがその身請人

に対するように彼にしがみついた。イギリス全土とアメリカ

全土が、彼を賞賛する声に和した。そして彼の側もあらゆる

地上の報酬の最高の物たる、この同胞市民から寄せられる愛

情と感嘆の声（the best of all earthly rewards, the love and

admiration of his fellow-citizens）にもとより無感覚ではなか

った。彼の羽飾りは希望で高まり歓喜で輝いた。私は彼の傍

に立っていたが、彼の顔は然り、最初の殉教者について述べ

た聖書章句の表現をかりるならば、『その顔はまるで御使の

顔のようであった』。他の人々がいかに感じたか私は詳らか

にしないが、しかしもしも私がその彼の立場に立っていたな

らば、私は諸国の王がその金銭に飽かせても供与するいかな

るものともこの光栄を引き換えようとは思わなかったろう。

この日の危難と名誉は末永くわれわれすべてを結びつける絆

たりうるだろう、と私は希望した（同上、128頁、p.53）

印紙条例の撤回は商業者のみの利益にかなうのではな

い。国家的危機を回避することで民衆の利益を守り、バ

ークが言うようにイギリスの威信と公正をも守ったので

ある。条例撤回が商業者の特殊利益を政党が代弁するに

すぎないのであれば、このような国家全土に渡る称賛を

受けることなど決してないだろう。このようにバークに

とって名誉は特定で一部の民衆によって与えられるもの

ではなく、まさしく民衆全体によって与えられるもので

なければならない。またバークの理解する名誉は、感謝

や歓声の声で表現されるばかりでなく、他人同士を家族

のように親しくさせるほどのものである。このような名

誉は民衆との一体感によってもたらされるものであり、

金銭によってあるいは君主の力をもってしても得ること

ができないのは言うまでもない。この意味で「地上の報

酬の最高の物」との表現は決して大げさではない。さら

に印紙条例撤回が名誉を求めるために提出されたと考え

ることはできない。それは先の演説で見たように、自己

の信念に従って民衆の利益を実現したことで得られた名

誉なのである。

名誉が人気や名声と区別されて使用されるように、名

誉は一時的、閉鎖的な価値基準によって与えられるもの

であってはならない。国家的危機を救うような業績つま

り普遍的な価値基準にもとづく必要があると言える。フ

ランス革命をヨーロッパの普遍的価値基準の破壊と理解

したバークが「国民が誰一人として名誉の基準がどこに

存在するかを知らない場合に、心臓の最初の鼓動ととも

に動き出す、あの優しい繊細な名誉心の感覚を、一体全

体誰が保証するというのか」（『フランス革命についての

省察』、上、176頁、p.193）」と批判していることからも

わかるように、この価値基準は真理性にではなく継承性

に大きな特徴をもつものである。つまり名誉の基準は

「現に生きている者とすでに死去した者や今後生まれる

者」（同上、178頁、p.194）とで共有し継承されなけれ

ばならないのであり、この基準にもとるのであればそれ

は名誉とはいえない、このようにバークの名誉観を理解

することができるだろう。

こうして名誉に焦点を当てた様々な議会演説を通し

て、政治家が人気や名声といった一時的で閉鎖的な価値

基準の誘惑に惑わされないために、政党が結成されなけ

ればならないとバークの主張を裏付けることができた。

自ら掲げる公共の原理によって政治行動に一貫性と責任

を課すことでだけ、普遍的な価値基準にもとづく名誉を

得ることができるのである。この意味で名誉は政党政治

の活動原理となり公共の利益をもたらすと言えるだろう。
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名誉の政治学（苅谷）

おわりに

これまで見てきたようにバークは名誉を政治家と民衆

を結びつけるものと見なした。そして民衆によって与え

られる名誉は、政治家の利己心と公共心を同時に満たし

公共の利益へと結びつけることができたのである。こう

してバークにおいても名誉と公共の利益はパラドックス

としてではなく真理として主張されるのであるが、バー

クの名誉論の大きな特徴は、名誉の政治学が成り立つ政

治的条件の探求にあったとまとめることができるだろ

う。その条件とは民衆が名誉の配分者としての役割を担

っていること、私的徳目と公的徳目の調和する政治社会、

さらに利己心が正しく名誉を追い求め、愛顧、人気、名

声による誘惑を防ぐ政党による団結であり、この条件を

満たすとき名誉の政治学ははじめて成り立つと言える。

しかしバークの政治思想において名誉や徳目と富がど

のような関係にあるのか、あらためて問いかける必要が

あるだろう。というのは18世紀イギリス思想において、

富は名誉や徳目を減少させるだけでなく、国家や民衆を

腐敗させると幅広く議論されていたからである。

バークと同様に名誉の探求を行った政治思想家として

マキアヴェッリを挙げられるが、彼もまた「民衆は、君

主以上に、ある人に名誉を授ける判断力がある」（『政略

論』（1512年）、596-597頁）と主張し、その根拠を「統

治の任にあたるものを選ぶばあいにも、民衆は君主にく

らべ、はるかに適正な選挙を実施するものだと思われる。

というのは、破廉恥で品性の腐りきった人物が公職にあ

りつこうとしたところで、民衆はけっしてこれを見のが

すものではない」（同上、339-340頁）ことに求めている。

破廉恥な人間は政治家としてふさわしくないという主張

から言えるように、バークと同じく公的徳目と私的徳目

の一致が求められ、この一致が統治を預かる資格と見な

されるのである。

だがマキアヴェッリによって主張されるこの一致は、

民衆の清貧が守られることで利己心が抑えられ民衆間に

大きな相違がないことを前提としている。バークの政治

思想には清貧の主張はなくむしろ商業社会を擁護する点

でふたりは大きな相違をもっている。バークが現代の不

満を考察する際、「一部の人々の手中の巨大な富の蓄積

を可能にし、そしてさらにこの富が民衆の間に分散浸透

して結果として、彼らはおしなべて高慢、狂暴、放縦不

覊な性質を発揮するようになった」（『現代の不満』、９

頁、p.442）と主張する議論を退けていることからも言

えるように、政治社会における富の存在を許容している

のである。

マキアヴェッリが理解するように清貧がもたらすよう

な同質的な小さな共同体なしに、名誉の政治学を支える

私的徳目と公的徳目の調和が成り立つのか、バークの名

誉論の成立は議論の余地を残していると言える。この点

の是非についてはバークが商業社会をどのように捉えて

いたのかを詳しく見る必要があるが、この課題を論ずる

のは次の機会に譲りたい。

注

１）本論文は以下の凡例に従う。

1．バークの原書については、もっとも標準的なテキスト

であるThe Works of the Right Honourable Edmund

Burke in 12 vols, John C. Nimmo, London, 1886を使用し

た。ただしReflections on the Revolution in Franceに関

してのみPenguin Classicsを使用してある。

２．バーク引用訳は特に断りがない限り中野好之訳による

ものである。訳書引用ページの右に原書のページ数を

明記してある。なお巻数については同一著作の場合、

初回のみ記した。

3．引用訳文中の（ ）内の言語表記は筆者によるもの

である。

４．引用訳文中の傍点は訳書に従うものであるが、バーク

によってイタリックス表記されたものである。

５．本論中の訳語の統一のため、筆者の責任において一部

の訳語を修正してある。

２）このような政治はウォルポールによって代表される。「彼

［ウォルポール］は銃剣その他どのような形の恐怖の力を借

りても、統治しようとは決して思わなかった。しかし国家的

な誇りや良心に訴えることなく、権力を議会政治の腐敗とい

う明白で伝統的な基盤に委ねてかえりみぬことに、なんらの

害悪をも認めなかった」（トレヴェリアン、31頁）

３）このシヴィック・ヒューマンスト・パラダイムは、これま

で近代政治思想の中心理論とされてきた権利と義務という法

的語彙に代表される社会契約説、自由主義思想のアンチ・テ

ーゼとして提出されている。ポーコックによるバーク論の焦

点は、商業社会の台頭にともない徳目に代わっていかに作法

（manners）が重んじられるようになったのか、その変化に

当てられており、名誉については論じられてはいない（ポー

コック、371－409頁）。

またポーコックの理解する共和主義的語彙は徳目であり、

名誉が考察の対象となっているわけではないことも断ってお

く。徳目と名誉の間に密接な関係を見る議論は、川出（2000、

2002）を参照。川出は近代ヨーロッパ思想を追い他律的に理

解された名誉が、ルソー、カントを経て内面化され自律的名
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誉観念へと変容し、徳目と名誉が分離していったことを明ら

かにしている。

日本においてもポーコック・テーゼはすでに十分な先行研

究が存在するが、ここではその代表的な研究として田中を挙

げておく。またポーコックに大きな刺激をうけて、中澤はバ

ークによる政治家の条件の探求が共和主義的語彙によってな

されていることを明らかにしている（中澤、2004）。

４）18世紀フランスで起きたこの名誉観の転換については川出

に詳しい。川出は、17世紀バロック国家批判の形でなされた

この名誉観の転換を、フェヌロン、ブーランヴィリエ、ア

ベ・ド・サン＝ピエールの考察を通して明らかにしている。

また18世紀フランスの功利主義者として、名誉を公共性と

結びつけた思想家、エルヴェシウスを忘れるわけにはいかな

いが、詳しくは森村の著作を参照。

５）中神（73-77頁）を参照。ロックは人間の快と苦の考察を

通して、快の源泉を社会や仲間での評判に求めた。

６）党派論の変遷については、佐藤編（254-286頁）にまとま

った記述がなされている。小松（98頁）、高濱（195頁）に

も詳しい。

７）歴史学者によるバーク政治学をめぐったもっとも大きな対

立は、ネーミア学派によって引き起こされた。ネーミア学派

の大きな特徴は、政治家の主張を利害関係に還元させて考え

る点にあり、よって政治家の理想や理念は私的利害の偽装に

すぎないと見なす点にある。しかしこのような理解は、政治

の世界から言葉を奪い、また政治思想における言説を無意味

にしかねない。小松による「18世紀の政治家たちは責任感か

ら、あるいは原則に従って所属する党派と分かれたり、とき

には個人的な利益に反した行動をとっている。（中略）した

がって討論の過程や民衆の情熱の影響や国家的危機の存在が

彼らの行動を動かしたということも考慮されるべきである」

（小松（1983）、41頁）といった反論はもっともであるし、ま

たディキンスンが言うように「理念を表明する政治家はたと

えそれが利己的権力欲の隠ぺいであっても表明した理念に束

縛される」（同上）という指摘も鋭い。ネーミア学派の主張

については、中野（（2000）、1064-1074頁）、鶴田（164-176

頁）にも詳しい。

８）岸本はこのような観点からバークの中にヘーゲルの人倫へ

とつながる議論を読み取り、「ヘーゲルへの出現を準備して

いたと言うべきかもしれず」（岸本（1989）、323頁）と方向

性を示唆している。

９）モンテスキューは『法の精神』において、徳目がこのよう

に混同されやすいことを指摘した上で、徳目を道徳的な徳、

キリスト教的な徳、政治的な徳と分類し区別するようにこと

わっている。さらに政治的な徳目を「共和政への愛」に由来

するものと定義づけていることもまた興味深いが、このこと

は18世紀において徳目がどのように理解されていたか、ひ

とつの参考となるものである。（『法の精神』上、31－32頁）

10）Browneもバークによる言説をレトリックとして読み解く

ものである。

11）本論は犬塚の論文に多くの示唆と刺激を受けるものである

が、犬塚が政党に焦点をあわせた議論を行っているわけでは

ない。犬塚はバークが使用する名声を重要概念として析出し

た上で、アメリカ独立戦争、フランス革命といった大きな社

会変動が名声を支える政治社会を破壊したと指摘している。

このような社会変動を受けてバークが習俗（manners）に着

目し政治社会の再構築を論じていると解釈するところに犬塚

の論文の大きな独自性があり、犬塚は名声と習俗の関係性に

焦点を当てた考察を展開しているのである。

なお犬塚が名声と訳している原語の多くはhonorであり、

本論と分析対象が異なるわけではない。

12）ウィルクスはジョージ３世の勅語を新聞で批判したことに

より、騒乱罪と反逆罪の容疑で逮捕された。釈放後、選挙で

当選したにもかかわらず下院によって無効とされ、民衆の暴

動へと発展した事件をさす。

13）ロッキンガム・ウィッグは「一門一家による単一的血縁的

派閥構成である諸派閥とは異なり、貴族相互間の友好的連帯

を支柱としてジェントリ、法律家、知識人、商人という各層

を幅広く網羅した複合的組織体」（鶴田、８頁）であり、原

則のもとに集結した政党ということができる。君主権の拡大

に抵抗し、穏健な政策論によって特徴づけられる。1766年以

来、３度の総選挙を経るが常に100名前後（定足数550名）

議会内勢力を擁する。当時飛躍的に伸びた各種新聞を利用し、

ロンドン市の中産的商人を媒介としながら、議会外的拡大に

も積極的であった。（鶴田、8-22頁）

14）バークは政治問題を医師と病人のアナロジーで語るが、これ

は単なるレトリックではなく、バークの政治観をよく現してい

ると言えよう。例えば「民衆はわれわれの主人であり、彼らは

自らの欲求を大まかに漠然と表明するだけでよい。われわれは

熟練な専門家、有能な職人として彼らの要求を完全な形にまと

め上げ、それに役立つ用具を選び出すのである。彼らは病気で

苦しむ患者として自覚症状を告げるが、われわれは正確にその

病気の原因をつきとめて、医術の定める通りの治療を施すわけ

である」（『経済改革演説』、369頁、Vol. II, p.357）

15）内閣一致の原則は18世紀イギリスにおいてまだ確立して

いたわけではない。バークはチャタム内閣を内閣不一致のゆ

えに批判する。「彼［チャタム］は市松模様のように極端に

入り組んだ内閣を作り上げた。（中略）二心ある味方と公然

たる敵手等々の寄せ集めであるこのモザイク模様（後略）」

（『アメリカへの課税についての演説』、137頁、p.62）

16）政治的業績ではなく饗応や挨拶回りによって有権者を取り

込もうとする立候補者を非難している。『ブリストルの選挙に

臨んでの演説』（（1780年）、397頁、Vol. II、p.374）を参照。

17）後年の次のような主張も参照。「我々は、公共への愛着を

家族から始める。冷淡な近親者は熱烈な市民たり得ない」

（『フランス革命についての省察』、下、114頁、p.315）

18）アメリカ独立宣言による本格的な内戦を前に、政府の植民
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地征服作戦への反対表明として議会審議を拒否した政治行動

を、ブリストル市民に説明するものである。

19）具体的な政治家とその業績については中野（2000）、975頁

を参照。

20）バークは政治家に転じる以前に文筆家として『崇高と美の

観念の起源』（1757年）を書き上げている。美の観念の起源

として人間の社交性を挙げ、共感、模倣、大望の考察を行っ

ている。大望（ambition）は「人間の中に大望という感覚、

そして自分が皆の間で価値ありと認められる何かの点で仲間

を抜きんでることの観想から生ずる満足感を植え付け賜う

た。人を駆って自己の名を著わすに役立つ各種の手段に訴え

かけさせ、この種の卓越の観念を人の心に惹き起こすものを

極めて快適と観ぜしめるものは、まさしくこの観念に他なら

ない」（56頁、Vol. 1,  p.124）と述べられているように名誉

にも通じる主張がなされている点も興味深い。

21）植民地アメリカに茶・ガラス・紙・鉛・塗料などに関税を

課したタウンゼント諸法を指す。

22）例えば『フランス革命についての省察』では、名声は自己

を他者に振り向けるため「地上での抑制力の最大なものの一

つ」と見なされ無制約な行動を抑制するものと理解されてい

る。（172頁、p.190）この意味でヒュームの「名声への愛」、

自分自身の立ち振る舞いを振り返り、他者との関係性を築き

上げるものといった理解に近い。

付言

本論文は修士論文「バークの政党論『現代の不満』を中心

に」を「名誉の政治学」と改題し、書き改めたものである。

修士論文執筆に際しては、指導教官であった寺田元一教授か

ら多くの助言と激励を受けた。ここに記して感謝の意を表す。
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